
報告第３号  

 

東大阪市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定に関する専決事項報告の件 

 

別紙のとおり専決処分したので報告する。 

 

令和８年６月１１日提出 

 

 

東大阪市長 野 田 義 和  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専決第２号  

 

   東大阪市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 東大阪市国民健康保険条例の一部を改正する条例を設ける必要があるので、別紙のとお

り専決処分する。 

 

  令和８年３月３１日 

 

 

東大阪市長 野 田 義 和  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東大阪市条例第３２号  

 

   東大阪市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 東大阪市国民健康保険条例（昭和４２年東大阪市条例第９８号）の一部を次のように改 

正する。 

 附則第７条中「被保険者均等割額」の次に「、１８歳以上被保険者均等割額」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 



東大阪市国民健康保険条例新旧対照表 

新 旧 

附 則 附 則 

（被扶養者であった被保険者に係る保険料の減免の特例） （被扶養者であった被保険者に係る保険料の減免の特例） 

第７条  令和２年度分以後の保険料に係る第２２条第２号の

規定の適用については、当分の間、同号中「資格取得日」と

あるのは、「被保険者均等割額、１８歳以上被保険者均等割

額及び世帯別平等割額に係る減免については、資格取得日」

とする。 

第７条  令和２年度分以後の保険料に係る第２２条第２号の

規定の適用については、当分の間、同号中「資格取得日」と

あるのは、「被保険者均等割額及び世帯別平等割額に係る減

免については、資格取得日」とする。 

 


